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神戸市告示第190号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定により、神戸北町大原２丁目自

治会について、告示された事項に変更があったとして届出があったので、同条第10項の規定に

より次のとおり告示する。 

令和５年６月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 届け出た地縁による団体 

名称 神戸北町大原２丁目自治会 

主たる事務所 神戸市北区大原３丁目20番１号 

代表者の氏名 八井 守 

代表者の住所 神戸市北区大原２丁目７番８号 

２ 変更があった事項及びその内容、変更年月日 

（１）神戸北町大原２丁目自治会 平成27年４月１日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 片岡 秀郎 橋本 泰一 

代表者の住所 神戸市北区大原２丁目６番18号 神戸市北区大原２丁目11番５号 

（２） 平成28年４月１日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 橋本 泰一 新開 博子 

代表者の住所 神戸市北区大原２丁目11番５号 神戸市北区大原２丁目10番１号 

（３）  平成29年４月１日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 新開 博子 三浦 耕史 

代表者の住所 神戸市北区大原２丁目10番１号 神戸市北区大原２丁目６番８号 

規約の目的 （７）防犯灯の管理 （７）防犯灯・防犯カメラの管理
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（４）               平成30年４月１日変更 

 変更前 変更後 

 代表者の氏名 三浦 耕史 浜田 智一郎 

 代表者の住所 神戸市北区大原２丁目６番８号 神戸市北区大原２丁目10番５号 

 

             

（５）               平成31年４月１日変更 

 変更前 変更後 

 代表者の氏名 浜田 智一郎 五百尾 達也 

 代表者の住所 神戸市北区大原２丁目10番５号 神戸市北区大原２丁目11番２号 

 

             

（６）               令和２年４月１日変更 

 変更前 変更後 

 代表者の氏名 五百尾 達也 内海 健太郎 

 代表者の住所 神戸市北区大原２丁目11番２号 神戸市北区大原１丁目30番８号 

 

             

（７）               令和３年４月１日変更 

 変更前 変更後 

 代表者の氏名 内海 健太郎 佐和 資浩 

 代表者の住所 神戸市北区大原１丁目30番８号 神戸市北区大原２丁目12番４号 

 

             

（８）               令和４年４月１日変更 

 変更前 変更後 

 代表者の氏名 佐和 資浩 八井 守 

 代表者の住所 神戸市北区大原２丁目12番４号 神戸市北区大原２丁目７番８号 
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神戸市告示第191号 

令和５年第２回定例市会で令和５年５月24日議決された令和５年度神戸

市一般会計補正予算は、次のとおりである。 

  令和５年６月７日 

                  神戸市長 久  元  喜  造 

 

令和５年度神戸市一般会計補正予算 

 

 令和５年度神戸市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,413,800千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ893,811,796千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正）  

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表  債務負担行為補正」による。  
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 １　歳　入

174,884,651 14,368,800 189,253,451

 1 負 担 金 154,844,692 644,100 155,488,792

 2 補 助 金 19,365,348 13,724,700 33,090,048

27,811,395 45,000 27,856,395

 2 基金繰入金 26,778,472 45,000 26,823,472

  合 計 879,397,996 14,413,800 893,811,796

 ２　歳　出

63,929,547 30,000 63,959,547

 6 人事委員会費 232,174 30,000 262,174

19,582,292 54,000 19,636,292

 1 市 民 費 17,750,075 54,000 17,804,075

299,256,523 11,576,900 310,833,423

 1 民生総務費 26,321,611 9,040,000 35,361,611

 3 こども家庭費 104,907,292 2,536,900 107,444,192

43,874,962 2,678,000 46,552,962

 2 公衆衛生費 25,972,958 2,678,000 28,650,958

4,266,278 59,900 4,326,178

 2 農政総務費 1,738,899 59,900 1,798,799

122,828,335 45,000 122,873,335

11 社会教育費 1,853,581 45,000 1,898,581

1,200,000 △30,000 1,170,000

 1 予 備 費 1,200,000 △30,000 1,170,000

  合 計 879,397,996 14,413,800 893,811,796

 2 総 務 費

 3 市 民 費

 4 民 生 費

 5 衛 生 費

歳 入

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

18 国庫支出金

22 繰 入 金

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

歳 出

 8 農 政 費

13 教 育 費

16 予 備 費
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　　第  ２  表　 債 務 負 担 行 為 補 正

（単位：千円）

期　　間 限 度 額 期　　間 限 度 額

新 垂 水 図 書 館 整 備 令和5～6年度 1,492,000 令和 5～ 7年度 1,941,000 

事 項
補 正 前 補 正 後
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神戸市告示第192号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年６月23日まで一般の縦覧

に供する。 

令和５年６月９日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新 旧

別 

延 長 

(メートル )

幅 員 

(メートル )

市道 淡河６号線 神戸市北区淡河町野瀬字西

沢608番１地先から 

神戸市北区淡河町野瀬字西

沢608番１地先まで 

 新 32.10 最大  25.00 

最小   9.50 

 旧 32.10 最大  25.00 

最小  10.40 
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神戸市告示第208号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

する。 

その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年７月４日まで一般の縦覧

に供する。 

令和５年６月20日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 本山村合併

109号線 

神戸市東灘区本山北町６丁

目262番６地先から 

神戸市東灘区288番１の地

先まで 

新 26.30 最大 5.00 

最小 5.00 

旧 26.30 最大 4.10 

最小 4.00 

市道 本山村合併

119号線 

神戸市東灘区本山北町６丁

目288番１の地先から 

神戸市東灘区本山北町６丁

目288番２の地先まで 

新 27.70 最大 5.00 

最小 5.00 

旧 27.70 最大 4.10 

最小 4.00 
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神戸市告示第209号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３ 

号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）第 23 条の２項及び３ 

項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次の 

とおり告示する。 

令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去及び 

保管した自転車等の台数、撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり。 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

(1) 西部保管所・西代保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで。

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

(2) 須磨保管所・名谷保管所

ア 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。

（ただし、即時撤去日より７日間は(1)と同様の運用とする。）

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住 

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し 

なければならない。 

５ その他 

  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から 

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相 

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと 

きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　表

自転車等の保
管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

撤去及び保管し
た年月日

問い合わせ先

自転車 11台

原動機付自転車 0台

自転車 21台

原動機付自転車 1台

自転車 31台

原動機付自転車 0台

自転車 19台

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 6台

原動機付自転車 0台

自転車 12台

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 1台

自転車 4台

原動機付自転車 0台

自転車 23台

原動機付自転車 0台

自転車 9台

原動機付自転車 0台

自転車 16台

原動機付自転車 1台

自転車 8台

原動機付自転車 0台

自転車 10台

原動機付自転車 0台

自転車 11台

原動機付自転車 0台

自転車 9台

原動機付自転車 0台

神戸市須磨区
妙法寺字ヌメ
リ石１番地の
１
建設局西部建
設事務所
電話742-2468

令和5年5月25日長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

板宿・西代駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

令和5年5月24日

令和5年5月18日

名谷・妙法寺駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

令和5年5月9日長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

須磨区西落合
６丁目１番
名谷保管所

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

令和5年5月11日

令和5年5月17日

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田・須磨区管内長期放置

令和5年5月10日

長田・須磨区管内長期放置

鷹取駅(南・北)周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和5年5月16日

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

撤去及び保管した自転
車等の台数

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置
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神戸市告示第210号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）及び第２３条の２の

規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり

告示する。 

令和５年６月２０日 

神戸市長  久 元 喜 造  

１．自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先 

別表のとおり 

２．保管期間 

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３．返還事務を行う時間 

 魚崎浜保管所及び稗原保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで 

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで 

（日曜日、祝日及び 12 月 28 日から１月４日を除く） 

４．返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなけれ

ばならない。 

５．その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の  日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当

な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、

当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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　　別表

自転車等の保管
及び返還の場所

自転車等が置かれ、又
は放置されていた場所

撤去し、及び
保管した年月日

問い合わせ先

稗原保管所 岩屋駅周辺 自転車 2 台 令和5年5月8日 東灘区御影塚町2丁目27番20号

灘区上河原通1丁目1番 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台 建設局東部建設事務所

灘駅周辺 自転車 3 台 電話 854-2191

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

王子公園駅周辺 自転車 4 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

新在家駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲道駅周辺 自転車 8 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台

六甲駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台

魚崎浜保管所 ＪＲ住吉駅周辺 自転車 3 台 令和5年5月9日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摂津本山駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

岡本駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

甲南山手駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

深江駅周辺 自転車 5 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

青木駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 新在家駅周辺 自転車 4 台 令和5年5月16日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲道駅周辺 自転車 7 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台

阪神御影駅周辺 自転車 9 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台

阪急御影駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎浜保管所 深江駅周辺 自転車 1 台 令和5年5月17日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

青木駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

ＪＲ住吉駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摂津本山駅周辺 自転車 1 台

撤去し、及び保管した
自転車等の台数
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　　別表

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

岡本駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 摩耶駅周辺 自転車 2 台 令和5年5月24日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

王子公園駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲道駅周辺 自転車 5 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎浜保管所 ＪＲ住吉駅周辺 自転車 2 台 令和5年5月25日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

岡本駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

深江駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

青木駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 6 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 灘区管内 自転車 39 台 令和5年5月29日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等長期放置 原動機付自転車 2 台

阪神御影駅周辺 自転車 4 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

阪急御影駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎浜保管所 東灘区管内 自転車 29 台 令和5年5月30日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等長期放置 原動機付自転車 0 台

ＪＲ住吉駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摂津本山駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

令和５年６月20日　神戸市公報第3813号
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神戸市告示第 号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等を撤

去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所。自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数。撤去し、及び保管した年月日。並びに問い合わせ先。 

  別表のとおり 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

西神保管所及び学園都市保管所 

（ア） 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。

（イ） 土曜日 午後１時から午後５時まで。

（ウ） 条例による撤去を実施したときは、撤去日を含め（日曜日，祝日を除く）連続６日間、

平日 午後３時から午後７時まで、土曜日 午後１時から午後５時まで。

４ 返還を受けるために必要な事項 

  自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなけれ

ばならない。 

５ その他 

  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費

用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該

自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別表

自転車等の保管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

問　い　合　わ　せ　先

 西神中央駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 2 台 令和 5 年 5 月 9 日

 西神南駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 9 台 令和 5 年 5 月 23 日

 西神南駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 1 台 令和 5 年 5 月 23 月

 西建設事務所管内自転車等
 放置禁止区域外長期放置

自転車 26 台 令和 5 年 5 月 25 日

 学園都市駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 1 台 令和 5 年 5 月 11 日

 学園都市駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 1 台 令和 5 年 5 月 11 日

 伊川谷駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 2 台 令和 5 年 5 月 11 日

撤去し、及び保管
した自転車等の台
数

撤去し、及び保管した
年月日

西区玉津町今津字宮の西
３３３番地の１
建設局西建設事務所
電話　９１２－３７５０

 西区高塚台６丁目
 西神保管所
 電話　９９２－３７６３

 西区学園西町３丁目２番地
 学園都市保管所
 電話　７９５－４６１８
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神戸市告示第2 1 2号 

 人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年４月条例第 10 号）第 18 条第１項

の規定に基づく里づくり計画の認定を行ったので、同条第６条の規定により、次のとおり告示

する。 

  令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 認定する里づくり計画 

北僧尾里づくり計画 

東二郎上里づくり計画 

長谷里づくり計画 

令和５年６月20日　神戸市公報第3813号
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神戸市告示第213号 

次の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第44条第１項の

規定に基づく認定を行ったので、同法第49条第２項の規定により次のとおり告示する。 

令和５年６月20日 

神戸市長 久 元 喜 造 

法人名 特定非営利活動法人ケアット 

代表者 岡本 芳江 

所在地 神戸市東灘区魚崎中町２丁目３番５号 

目的 この法人は、高齢者および障害者が、そのもてる能力を維持改善し、その能力に

応じて自立した生活が営めるよう、老化防止活動、問題を抱えた子供たち等の支援、

介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスの提供を通じ、人間

性あふれ、魅力ある福祉社会の創造に寄与することを目的とする。 

有効期間 ５年間（令和５年６月７日から令和10年６月６日まで） 

令和５年６月20日　神戸市公報第3813号
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神戸市告示第214号 

次の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第44条第１項の

規定に基づく認定を行ったので、同法第49条第２項の規定により次のとおり告示する。 

令和５年６月20日 

神戸市長 久 元 喜 造 

法人名 特定非営利活動法人神戸なごみの家 

代表者 松本 京子

所在地 神戸市長田区雲雀ヶ丘２丁目２番３号

目的 この法人は、がん・難病・進行性疾患などにより通常生活継続が困難になられた

方に対してホームホスピス事業を行うとともに、市民に対して介護及び看護に関す

る研修やホームホスピスに関する講演事業を行うことで、市民によるより良い福

祉、保健、医療の実現とコミュニティ創りに寄与することを目的とする。

有効期間 ５年間（令和５年６月７日から令和10年６月６日まで） 

令和５年６月20日　神戸市公報第3813号
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神戸市告示第2 1 5号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定により、北神星和台自治会、自治

会法人百合ヶ丘むつみ会、小部第二地区自治会、上村自治会、深谷自治会、千寿が丘自治会、

川添自治会、南陽台自治会、友清自治会、舞多聞西３丁目てらいけ自治会について、告示され

た事項に変更があったとして届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

令和５年６月20日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 届け出た地縁による団体 

名称 北神星和台自治会 
自治会法人百合ヶ丘むつ

み会 
小部第二地区自治会 

主たる事務所 
神戸市北区菖蒲が丘１丁

目14番地の４ 

神戸市北区緑町６丁目33

番11号 

神戸市北区山田町小部

字向井11番地 

代表者の氏名 大片 久雄 森本 純一 南場 茂樹 

代表者の住所 
神戸市北区西山１丁目10

番地の１ 

神戸市北区緑町５丁目３

番12号 

神戸市北区山田町小部

字向井11番地 

名称 上村自治会 深谷自治会 千寿が丘自治会 

主たる事務所 
神戸市西区岩岡町岩岡

2682番地の３ 

神戸市北区八多町深谷

920番地 

神戸市北区鈴蘭台南町

２丁目４番３号 

代表者の氏名 水澤 充 向井 孝史 中垣 秀行 

代表者の住所 
神戸市西区岩岡町岩岡

2180番地の４ 

神戸市北区八多町深谷

243番地 

神戸市北区鈴蘭台南町

２丁目４番３号 

名称 川添自治会 南陽台自治会 友清自治会 

主たる事務所 
神戸市北区有野町有野

2073番地の４ 

神戸市西区天王山７番地

の９ 

神戸市西区櫨谷町友清

262番地 

代表者の氏名 米田 雄紀 佐藤 正豪 垂井 利夫 

代表者の住所 
神戸市北区有野町有野

2073番地の26 

神戸市西区天王山22番地

の６ 

神戸市西区櫨谷町友清

368番地の１ 

名称 
舞多聞西３丁目てらいけ

自治会 

主たる事務所 
神戸市垂水区舞多聞西３

丁目５番19号

代表者の氏名 藤澤 安貴夫 

代表者の住所 
神戸市垂水区舞多聞西３

丁目５番19号

令和５年６月20日　神戸市公報第3813号
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２ 変更があった事項及びその内容、変更年月日 

(１)北神星和台自治会 令和５年４月23日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 奥吉 薫 大片 久雄 

代表者の住所 神戸市北区西山２丁目34番地の３ 神戸市北区西山１丁目10番地の１ 

（２) 自治会法人百合ヶ丘むつみ会 令和５年４月29日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 井上 亜友美 森本 純一 

代表者の住所 神戸市北区緑町６丁目16番３号 神戸市北区緑町５丁目３番12号 

(３) 小部第二地区自治会   令和３年４月25日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 神戸市北区山田町小部字西ノ岡谷18番地 神戸市北区山田町小部字大坂13番地 

代表者の氏名 西向 秀昭 大東 洋治 

代表者の住所 神戸市北区山田町小部字西ノ岡谷18番地 神戸市北区山田町小部字大坂13番地 

  令和５年４月23日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 神戸市北区山田町小部字大坂13番地 神戸市北区山田町小部字向井11番地 

代表者の氏名 大東 洋治 南場 茂樹 

代表者の住所 神戸市北区山田町小部字大坂13番地 神戸市北区山田町小部字向井11番地 

(４) 上村自治会 令和５年４月１日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 植田 修二 水澤 充 

代表者の住所 神戸市西区岩岡町岩岡2688番地の１ 神戸市西区岩岡町岩岡2180番地の４ 
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(５) 深谷自治会  令和４年４月29日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 仲上 吉則 小西 治夫 

代表者の住所 神戸市北区八多町深谷290番地 神戸市北区八多町深谷46番地 

令和５年４月１日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 小西 治夫 向井 孝史 

代表者の住所 神戸市北区八多町深谷46番地 神戸市北区八多町深谷243番地 

(６) 千寿が丘自治会 令和５年４月22日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 神戸市北区鈴蘭台南町２丁目３番14号 神戸市北区鈴蘭台南町２丁目４番３号 

代表者の氏名 西田 昇二 中垣 秀行 

代表者の住所 神戸市北区鈴蘭台南町２丁目３番14号 神戸市北区鈴蘭台南町２丁目４番３号 

(７) 川添自治会 令和５年４月９日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 山村 雄 米田 雄紀 

代表者の住所 神戸市北区有野町有野2073番地の27 神戸市北区有野町有野2073番地の26 

(８)南陽台自治会 令和５年４月９日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 錦見 秀子 佐藤 正豪 

代表者の住所 神戸市西区天王山17番地の12 神戸市西区天王山22番地の６ 

(９)友清自治会 令和５年４月１日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 村上 武 垂井 利夫 

代表者の住所 神戸市西区櫨谷町友清339番地 神戸市西区櫨谷町友清368番地の１ 
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(10) 舞多聞西３丁目てらいけ自治会 令和５年４月２日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 神戸市垂水区舞多聞西３丁目10番17号 神戸市垂水区舞多聞西３丁目５番19号 

代表者の氏名 西村 裕子 藤澤 安貴夫 

代表者の住所 神戸市垂水区舞多聞西３丁目10番17号 神戸市垂水区舞多聞西３丁目５番19号 
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１

２

３

神戸市長　久元 喜造

神戸市告示第216号

　次の地縁による団体について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定に

より、告示された事項に変更があったとして届出があったので、同条第10項の規定により次の

とおり告示する。

令和５年６月20日

届け出た地縁による団体

(１) 名称

広谷自治会

(２) 主たる事務所

神戸市西区神出町広谷840番地の１

(３) 代表者の氏名

飯原　辰雄

(４) 代表者の住所

神戸市西区神出町広谷152番地

変更があった事項及びその内容

（１）主たる事務所の所在地
「神戸市西区神出町広谷152番地」を「神戸市西区神出町広谷840番地の１」に改める。

変更の年月日

令和５年３月26日
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神戸市告示第 

 次の医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条および中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたので、生活保護法第 55 条の 3 の規

定により告示する。 

令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

名称 所在地 指定年月日 

医療法人社団たてはら

耳鼻咽喉科クリニック 

神戸市北区日の峰３丁目２４番１０号 令和 5 年 4 月 6 日 

山辺レディースクリニ

ック 

神戸市中央区三宮町２丁目５番１号 令和 5 年 5 月 1 日 

岩永メディカルクリニ

ック 

神戸市中央区脇浜海岸通２丁目３番５号 令和 5 年 5 月 1 日 

すずき脳神経外科・認知

症クリニック 

神戸市垂水区小束山本町３丁目１番２号 令和 5 年 2 月 1 日 

ポラリス水木調剤薬局 神戸市兵庫区水木通１丁目２番７号 令和 5 年 5 月 1 日 

ポラリス調剤薬局 高

倉台店 

神戸市須磨区高倉台４丁目２番６号 令和 5 年 5 月 1 日 

こうべ駅前内科クリニ

ック 

神戸市中央区相生町２丁目３番４号 令和 5 年 6 月 1 日 

医療法人社団顕鐘会 

神戸百年記念病院附属

すこやかクリニック 

神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３４号 令和 5 年 4 月 1 日 

薬局クオリア みなと

がわ店 

神戸市兵庫区上沢通１丁目１番８号 令和 5 年 6 月 1 日 

なかはら整形せぼねク

リニック

神戸市兵庫区上沢通１丁目１番８号 令和 5 年 6 月 1 日 

クローバー薬局 神戸市長田区水笠通４丁目５番２号 令和 5 年 6 月 1 日 

凌駕クリニック樋上本

院 

神戸市須磨区東町２丁目２番１３号 令和 5 年 5 月 1 日 

アンサー調剤薬局 神戸市須磨区東町２丁目２番１７号 令和 5 年 5 月 1 日 

クオール薬局 須磨名

谷１号店 

神戸市須磨区北落合２丁目１番２４号 令和 5 年 6 月 1 日 

クオール薬局 須磨名

谷２号店 

神戸市須磨区北落合２丁目１番１８号 令和 5 年 6 月 1 日 

サンドラッグ垂水小束

山薬局 

神戸市垂水区小束山本町１丁目１番１号  令和 5 年 6 月 1 日 
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神戸市告示第218号 

 次の指定医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 および中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定医療機関の名

称等に変更があったとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。 

令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

名称 所在地 変更年月日 

(新)かえでホームケアク

リニック

(旧)関本クリニック 

神戸市灘区八幡町３丁目４番５号 令和 5 年 5 月 1 日 
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神戸市告示第219号 

 次の指定介護機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 4 項に

おいて準用する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定

介護機関の名称等に変更があったとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定

により告示する。 

令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

当該変更に

かかる介護

事業所の名

称 

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地 

介護事業者

の名称 

介護事業者

の主たる事

務所の所在

地 

変更年

月日 
サービス種類

リベロスタ

ジオリハ・

リハ

(新)神戸市須磨

区高倉台１丁目

１番２号 

(旧)神戸市須磨

区白川台３丁目

６１番 

株式会社Ｒ

ＥＨＡ・Ｌ

ＩＢＥＲＯ 

明石市北朝

霧丘２丁目

８番２６号 

令和 4

年 4 月 

1 日 

通所介護 介

護予防通所介

護 通所型サ

ービス（独

自） 

レオ・ケア

ステーショ

ン神戸

(新)神戸市須磨

区桜の杜１丁目

６番１号 

(旧)神戸市須磨

区桜の杜１丁目

２０８番２１１ 

号 

株式会社レ

オ・ソリュ

ーションズ 

神戸市西区

池上２丁目

２０番１号 

令和 5

年 3 月 

1 日 

訪問介護 介

護予防訪問介

護 訪問型サ

ービス（独

自） 
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神戸市告示第220号 

 次の施術者について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法

第 49 条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたの

で、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。  

令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

1 はりきゅう師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

訪問マッサージ

エガオプラス

田所 宗助 神戸市東灘区御影郡家１丁目２

１番１８－２０１号 

令和 5 年 5 月 9

日 

山本訪問鍼灸マ

ッサージ 
山本 博 

神戸市北区南五葉２丁目１番３

８号 

令和 5 年 4 月 1

日 

西嶋鍼灸院 西嶋 資裕 神戸市西区池上１丁目３番５号 
令和 5 年 5 月 25

日 

2 あん摩マッサージ 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

訪問マッサージ

エガオプラス
田所 宗助 

神戸市東灘区御影郡家１丁目２

１番１８－２０１号 

令和 5 年 5 月 9

日 
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神戸市告示第221号 

 次の指定を受けた施術者について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において

準用する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定を受けた施

術者の事業を廃止したとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示す

る。 

令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

1 はりきゅう師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

西嶋 資裕（Ｃａｒ

ｅ整骨院） 

西嶋 資裕 神戸市垂水区本多聞２丁目１２番

３０号 

令和 5 年 5

月 23 日 
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神戸市公告 

 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42 条第１項第４号の規定により、道路として指定

したものは次のとおりです。 

令和５年６月 20 日 

（特定行政庁）神戸市長 久 元 喜 造 

指定番号 指定年月日 道路の名称 道路の位置 延長 幅員 

(メートル) (メートル)

令和５年度 

第１号 

令和５年６

月７日 

神戸国際港都

建設道路事業 

７．７．５号 

魚崎駅南線 

神戸市東灘区魚崎

中町４丁目 76-

7,169-2,170-

2,170-3,220-4 

60 ６ 

備考 道路の位置の詳細については、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課備え付けの図面

のとおり 
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神戸市公告 

  農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）第 13条第１項の規定に基づき、神戸農業

振興地域整備計画を変更したので、同条第４項において準用する同法第 12条第１項の規定により、同法

第 11条第２項に基づき提出のあった意見書の要旨及び処理結果とともに公告します。 

  なお、当該変更後の神戸農業振興地域整備計画書は、神戸市経済観光局農政計画課において縦覧に供

します。 

令和５年６月 20日 

神戸市                             

代表者  神戸市長  久 元 喜 造   

意見書の要旨 

   意見書の提出なし 
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神戸市公告 

神戸市北区山田町藍那において、奥田・杉屋谷地区土地改良事業が計画されています。土地

改良法第95条第２項に基づき、土地改良事業計画の概要及び土地改良事業共同施行規約を令和

５年６月20日から起算して５日間（令和５年６月26日まで（閉庁日を除く））神戸市経済観光局

農政計画課において縦覧に供します。 

令和５年６月 20 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

令和５年６月20日　神戸市公報第3813号

30



令和元年度に発生の神戸市立中学校いじめ問題追加調査委員会設置規則をここ

に公布する。 

 令和５年６月 20日 

神戸市教育委員会   

教育長  長田  淳   

神戸市教育委員会規則第２号 

   令和元年度に発生の神戸市立中学校いじめ問題追加調査委員会設置規則 

 （設置） 

第１条  執行機関の附属機関に関する条例（昭和 31年 11月条例第 36号）第１条第

２項の規定に基づき、令和元年度に発生の神戸市立中学校いじめ重大事態に関

するいじめ問題追加調査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （担任事務） 

第２条  委員会は、令和元年度に発生の神戸市立中学校いじめ重大事態事案に関

して、いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号）第 28条第１項の規定する

調査を行う。 

２  委員会は、前項の調査により事実の解明及びその評価並びに再発防止策その

他必要な事項を記載した報告書を自ら作成し、教育委員会に提出するものとす

る。 

３  職員は、委員会から第１項の調査及び第２項の規定による報告書の作成に係

る協力を求められたときは、これに全面的かつ優先的に応じるものとする。 

 （組織） 

第３条  委員会は、 10人以内で組織する。 

２  委員は、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律、医療、心理、

福祉、又は教育に関する専門的知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱

する。 

３  前条第１項の調査及び同条第２項の報告書の作成並びにこれらに伴う業務

（以下「調査等」という。）を補助させるために必要があるときは、委員会に

調査補助員を置くことができる。 
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４  前項の調査補助員は、調査等の補助を行う上で必要な知見を有する者のうち

から、教育委員会が委嘱する。 

５  教育委員会は、前項の委嘱を行うに当たっては、補助を行うべき調査等の範

囲を指定するものとする。 

 （任期） 

第４条  委員の任期は、附則第２項の規定に基づきこの規則が効力を失う日まで

とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２  調査補助員は、前条第５項の規定に基づき指定された範囲の調査が終了した

ときは、解嘱されるものとする。 

（解嘱） 

第５条  教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員

を解嘱することができる。 

 (1) 第２条第１項及び第２項に掲げる職務を怠ったとき。 

 (2) 第３条第２項の要件を欠くに至ったとき。 

 (3) 委嘱条件に違反したとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、委員たるに適しない非行があったとき。 

 （委員長） 

第６条  委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代

理する。 

 （議事） 

第７条  委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで

きない。 

３  委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のと

きは、委員長の決するところによる。 

 （意見の聴取等に関する協力の要請） 
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第８条  委員会は、必要があると認めるときは、第三者の出席及び意見の聴取並

びに第三者からの資料の提出に関し、協力を要請するものとする。 

 （除斥） 

第９条  議事について直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることが

できない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言すること

ができる。 

 （会議の公開等） 

第 10条  委員会は、これを公開する。ただし、委員の発議により、出席委員の過

半数で議決したときは、この限りでない。 

 （庶務） 

第 11条  委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部児童生徒課において処理

する。 

 （施行細目の委任） 

第 12条  この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必

要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

   附  則 

 （施行期日） 

１  この規則は、公布の日から施行する。 

 （失効） 

２  この規則は、次に掲げる日のうちいずれか早い日限り、その効力を失う。 

 (1) この規則の施行の日から起算して２年を経過する日 

 (2) 委員会が第２条第２項の報告書の提出した日 
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神戸市選告示第５号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第５項及び第75条第６項並びに市町村の合併の特例

に関する法律（平成16年法律第59号）第５条第30項の規定による選挙権を有する者の総数の50分

の１の数、同項の規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第

４項、第80条第４項、第81条第２項及び第86条第４項（地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第８条第２項において準用する場合を含む｡）の規定による選挙権を

有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超

える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総

数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の

１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、次のとおりである。 

令和５年６月７日 

                               神戸市選挙管理委員会   

                               委員長 岩 田 嘉 晃 

１ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数    24,968  

２ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数   208,061  

３ 選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

        256,046  

４ 神戸市の議会の議員の選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

東灘区    57,718  

灘区    36,098  

中央区    36,965  

兵庫区    30,171  

北区    59,550  

長田区    25,969  

須磨区    44,271  

垂水区    59,405  

西区    65,978  
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給料表の適用範囲に関する規則及び神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改

正する規則及び給与条例附則第12項から第18項の規定による給料に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

  令和５年６月９日 

神戸市人事委員会      

委員長 芝 原 貴 文   

神人委第27号議案 

給料表の適用範囲に関する規則及び神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一

部を改正する規則及び給与条例附則第12項から第18項の規定による給料に関する規則の一

部を改正する規則の制定について 

みだしの規則を下記のとおり制定する。 

記 

神戸市人事委員会規則第１号 

給料表の適用範囲に関する規則及び神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一

部を改正する規則及び給与条例附則第12項から第18項の規定による給料に関する規則の一

部を改正する規則 

（給料表の適用範囲に関する規則及び神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を

改正する規則の一部改正） 

第１条 給料表の適用範囲に関する規則及び神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一

部を改正する規則（令和５年３月人委規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号において

「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第３号において「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正

後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

   附 則 附 則 
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（適用期間） 

第３条 神戸市職員の初任給、昇給等の基準に

関する規則の一部を改正する規則（令和３年

３月人委規則第20号）附則第２項の規定によ

り、令和３年４月１日前の期間については従

前の例によることとされた経験年数及び号給

の換算（別表第３のうち、学校又は学校に準

ずる教育機関における在学期間の項に係る換

算は除く。）に関しては、この規則の施行後

も、なお従前の例による。 

 

（給与条例附則第12項から第18項の規定による給料に関する規則の一部改正） 

第２条 給与条例附則第12項から第18項の規定による給料に関する規則（令和５年３月人委規則第

９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号において

「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第３号において「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正

後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２、３ ［略］ ２、３ ［略］ 

４ 第１項特例任用職員又は第３項特例任用職

員から降任等相当給料表異動をした職員であ

って、降任等相当転任日の前日から引き続き

給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例

附則第12項の規定の適用を受ける職員であっ

て、次に掲げる職員には、人事委員会の定め

る日以後、人事委員会の定める額を、給与条

例附則第17項の規定による給料として支給す

る。 

４ 第１項特例任用職員又は第３項特例任用職

員から降任等相当給料表異動をした職員であ

って、降任等相当転任日の前日から引き続き

給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例

附則第12項の規定の適用を受ける職員であっ

て、次に掲げる職員には、人事委員会の定め

る日以後、人事委員会の定める額を、給与条

例附則第17項の規定による給料として支給す

る。 

 (1)、(2) ［略］ 

(3) 降任等相当転任日前に休職等期間がある 

 (1)、(2) ［略］  

(3) 降任等相当転任日前に休職等期間がある 
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職員であって、降任等相当転任日以降に当 

該休職等期間を含む期間に係る復職時調整 

をされたもの 

職員であって、降任等相当転任日以降に当 

該休職等期間を含む期間に係る復職時調整 

をされたもの 

 (4) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時

間勤務等をした職員 

 (3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時

間勤務等をした職員 

 (5) 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承

認を得てその号給を決定された職員又は人

事委員会の定めるこれに準ずる職員（仮定

異動期間末日の前日以後に指定職給料表の

適用を受けていた職員を除く。） 

 (4) 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承

認を得てその号給を決定された職員又は人

事委員会の定めるこれに準ずる職員（仮定

異動期間末日の前日以後に指定職給料表の

適用を受けていた職員を除く。） 

附 則 

（施行期日） 

この規則は、公布の日から施行し、令和５年４月１日より適用する。 
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 監査公表第３号  

令和５年６月20日 

 

神戸市監査委員    細  川  明  子 

      同          藤  原  武  光 

 同          山  本  嘉  彦 

      同           しらくに  高 太 郎 

 

 

監 査 公 表  

 

地方自治法第199条第14項及び第252条の38第６項の規定に基づき、市長等から監査の結果

に基づき、又は監査の結果を参考として講じた措置等について通知があったので、同項の規

定により、下記の内容について別紙のとおり公表します。 

 

                                                    

記 

令和４年度財務定期監査（２） 

行財政局（税務部）、環境局、経済観光局、水道局、 

行財政局（内部統制、市役所改革関連） 

令和４年度包括外部監査  

社会福祉法人への補助金にかかる事務の執行について 

令和４年度財政援助団体等監査（２） 

一般財団法人神戸観光局、神戸コンベンションコンソーシアム 

  神戸港国際旅客ターミナル運営共同事業体、須磨ヨットハーバー運営共同事業体 

令和４年度工事定期監査及び出資団体工事監査（２） 

  建設局、建築住宅局、神戸新交通㈱ 

令和２年度財務定期監査（２） 

  建設局、内部統制 

令和３年度財務定期監査（１） 

  建築住宅局、消防局 

令和３年度財務定期監査（２） 

  企画調整局、都市局、交通局 

令和２年度包括外部監査    

水道事業会計及び工業用水道事業会計の経営に係る事業の管理並びに 

一般財団法人神戸市水道サービス公社の出納その他の事務の執行について 

令和３年度包括外部監査 

  教育委員会事務局及び市立学校における財務事務並びに一般財団法人神戸市学校給食会

の出納その他の事務の執行について 
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令和２年度財政援助団体等監査（１） 

社会福祉法人神戸明輪会・社会福祉法人新緑福祉会共同事業体 

令和３年度財政援助団体等監査 

  一般財団法人神戸住環境公社（旧一般財団法人神戸すまいまちづくり公社） 
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令和５年５月 30 日付け告示第 176 号について、誤りがありましたので、次のとおり訂正しま

す。 

令和５年６月 20 日 

 

誤 

 

道路 の

種類 

路 線 名 区 間 新 旧

別 

延 長 

( メートル ) 

幅 員 

( メートル ) 

県道 

 

平野町旧県

道線 

神戸市平野町印路字岡碇 369

番 1 地先から  

神戸市西区平野町印路字山東

368 番 2 地先まで 

新 62.12 最大 14.32 

最小 11.52 

旧 62.12 最大 5.32 

最小  5.23 

 

正 

    

道路 の

種類 

路 線 名 区 間 新 旧

別 

延 長 

( メートル ) 

幅 員 

( メートル ) 

市道 

 

平野町旧県

道線 

神戸市西区平野町印路字岡碇

369 番 1 地先から  

神戸市西区平野町印路字山東

368 番 2 地先まで 

新 62.12 最大 14.32 

最小 11.52 

旧 62.12 最大 5.32 

最小  5.23 
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